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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和3年11月25日(2021.11.25)

【公開番号】特開2020-204488(P2020-204488A)
【公開日】令和2年12月24日(2020.12.24)
【年通号数】公開・登録公報2020-052
【出願番号】特願2019-111274(P2019-111274)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｔ   1/20     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/202    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｔ    1/20     　　　Ｇ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３００Ｓ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３００Ｑ
   Ａ６１Ｂ    6/00     ３３３　
   Ｇ０１Ｔ    1/20     　　　Ｅ
   Ｇ０１Ｔ    1/20     　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｔ    1/202    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年10月18日(2021.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射した放射線を光に変換する第１のシンチレータと、前記第１のシンチレータからの
前記光を電気信号に変換する第１の光電変換部を備える第１のセンサ基板と、を含む第１
の放射線パネルと、
　前記第１の放射線パネルを介して入射した前記放射線を光に変換する第２のシンチレー
タと、前記第２のシンチレータからの前記光を電気信号に変換する第２の光電変換部を備
える第２のセンサ基板と、を含む第２の放射線パネルと、
　を有し、
　前記第１のセンサ基板は、前記第１の光電変換部を含む基板中央領域の厚みをｔ１とし
、前記第１の光電変換部を含まない基板周辺領域の厚みをｔ２とするとき、ｔ１＜ｔ２と
なる凹部を有する基板であり、
　前記第２のシンチレータは、前記凹部に、少なくとも一部の領域が収容されていること
を特徴とする放射線検出装置。
【請求項２】
　前記第２のシンチレータの厚みをｔ３とするとき、ｔ２－ｔ１＞ｔ３であることを特徴
とする請求項１に記載の放射線検出装置。
【請求項３】
　前記第２のシンチレータは、前記凹部に、前記第１のセンサ基板の厚み方向において一
部の領域が収容されていることを特徴とする請求項１または２に記載の放射線検出装置。
【請求項４】
　前記第２のシンチレータは、前記凹部に、前記第１のセンサ基板の厚み方向において全
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部の領域が収容されていることを特徴とする請求項１または２に記載の放射線検出装置。
【請求項５】
　前記凹部は、前記第２のシンチレータとの間の隙間が樹脂で充填されていることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項６】
　前記第２のセンサ基板は、前記第２の光電変換部を含む基板中央領域の厚みをｔ４とし
、前記第２の光電変換部を含まない基板周辺領域の厚みをｔ５とするとき、ｔ４＜ｔ５と
なる凹部を有する基板であり、
　前記第２のセンサ基板の当該凹部に、前記放射線に基づく散乱線の発生を防止する散乱
線防止部材を更に有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の放射線
検出装置。
【請求項７】
　前記第１のシンチレータは、前記第１の光電変換部において前記放射線が入射する側に
配置されており、
　前記第２のシンチレータは、前記第２の光電変換部において前記放射線が入射する側に
配置されていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の放射線検出装置
。
【請求項８】
　前記第１のシンチレータおよび前記第２のシンチレータは、柱状結晶を有する蛍光体で
あってヨウ化セシウムを含む蛍光体であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１
項に記載の放射線検出装置。
【請求項９】
　入射した放射線を光に変換する第１のシンチレータおよび第２のシンチレータを有し、
　前記第２のシンチレータの少なくとも一部は、前記第１のシンチレータが設けられた基
板の面とは反対側の面における前記基板の凹部に設けられることを特徴とする放射線検出
装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の放射線検出装置と、
　前記放射線を発生させる放射線発生装置と、
　前記第１のシンチレータからの前記光を電気信号に変換する第１の光電変換部で得られ
た電気信号と前記第２のシンチレータからの前記光を電気信号に変換する第２の光電変換
部で得られた電気信号とを用いて、前記放射線に係る画像を生成する画像生成装置と、
　を有することを特徴とする放射線撮影システム。
【請求項１１】
　前記画像は、エネルギーサブトラクション画像であること特徴とする請求項１０に記載
の放射線撮影システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の放射線検出装置は、入射した放射線を光に変換する第１のシンチレータと、前
記第１のシンチレータからの前記光を電気信号に変換する第１の光電変換部を備える第１
のセンサ基板と、を含む第１の放射線パネルと、前記第１の放射線パネルを介して入射し
た前記放射線を光に変換する第２のシンチレータと、前記第２のシンチレータからの前記
光を電気信号に変換する第２の光電変換部を備える第２のセンサ基板と、を含む第２の放
射線パネルと、を有し、前記第１のセンサ基板は、前記第１の光電変換部を含む基板中央
領域の厚みをｔ１とし、前記第１の光電変換部を含まない基板周辺領域の厚みをｔ２とす
るとき、ｔ１＜ｔ２となる凹部を有する基板であり、前記第２のシンチレータは、前記凹
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部に、少なくとも一部の領域が収容されている。
　本発明の放射線検出装置における他の態様は、入射した放射線を光に変換する第１のシ
ンチレータおよび第２のシンチレータを有し、前記第２のシンチレータの少なくとも一部
は、前記第１のシンチレータが設けられた基板の面とは反対側の面における前記基板の凹
部に設けられる。
　また、本発明は、上述した放射線検出装置を含み構成された放射線撮影システムを含む
。
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